
近
代
解
部
考
序
論

霞

信

彦

』
　
は
じ
め
に

二
　
本
　
論

三
　
結
　
語

近代解部考序論

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
利
光
三
津
夫
博
士
の
論
考
「
解
部
考
」
は
、
わ
が
国
上
代
官
制
に
お
い
て
司
法
事
務
に
携
わ
っ
た
と
さ
れ
る
「
解
部
」
な
る
官
人

に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
上
掲
論
考
で
博
士
は
、
そ
れ
ま
で
解
明
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
上
代
の
解
部
が
、
「
い
か
な
る
司
法

事
務
を
掌
っ
て
い
た
か
」
ま
た
「
解
部
に
は
そ
の
伴
造
伴
部
た
る
氏
族
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
か
な
る
氏
族
が
、
伴
造
、
伴
部
を
世
襲
し
て
い
た
か
」
と
い
う
二
点
を
中
心
に
、
諸
史
料
を
掲
げ
き
わ
め
て
詳
細
な
考
証
を
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
、
実
証
的
か
つ
総
括
的
な
「
古
代
解
部
研
究
」
を
開
陳
し
て
お
ら
れ
る
。
考
察
に
拠
れ
ば
、
養
老
令
中
の
治
部
・
刑
部
両
省
に
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

か
れ
た
解
部
は
、
い
ず
れ
も
、
「
わ
が
国
独
特
の
官
職
で
あ
つ
て
、
唐
制
の
輸
入
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
」
く
、
そ
う
し
た

中
で
身
分
訴
訟
を
管
轄
す
る
治
部
省
の
そ
れ
は
、
「
上
代
に
ク
ガ
ダ
チ
の
執
行
を
世
襲
と
し
て
い
た
そ
の
道
の
練
達
者
達
の
後
喬

1
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（
5
）

で
」
、
そ
の
伝
承
す
る
技
術
に
も
と
づ
き
「
神
判
の
方
法
以
外
の
拷
問
の
執
行
に
も
あ
た
っ
た
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
」
、
刑
部
省
の
そ

れ
は
、
拷
問
執
行
の
任
と
と
も
に
、
「
囚
人
又
は
原
被
両
造
の
申
立
て
を
整
理
し
、
更
に
証
拠
を
発
見
し
、
鞠
状
即
ち
取
調
書
を
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

成
す
る
こ
と
を
、
そ
の
職
掌
と
す
る
に
過
ぎ
」
ず
、
と
も
に
当
時
の
裁
判
制
度
下
に
あ
っ
て
、
何
ら
の
決
定
権
も
有
す
る
こ
と
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
属
吏
的
存
在
で
あ
っ
た
と
の
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。
如
上
の
考
察
に
加
え
、
右
に
紹
介
し
た
利
光
博
士
の
論
考
で
は
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

時
代
を
明
治
初
期
に
転
じ
、
明
治
政
府
の
官
制
上
新
た
に
設
け
ら
れ
た
「
解
部
」
と
称
す
る
司
法
部
局
官
員
に
つ
い
て
、

　
な
お
、
明
治
初
年
、
所
謂
大
宝
律
令
の
官
制
が
復
活
せ
ら
れ
た
と
き
も
、
解
部
な
る
官
が
置
か
れ
た
が
、
明
治
の
解
部
も
そ
の
地
位
低
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
そ
の
行
う
と
こ
ろ
は
、
江
戸
幕
府
の
調
役
の
与
力
程
度
の
職
掌
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

と
の
「
指
摘
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。
上
述
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
ス
ポ
ッ
ト
の
あ
て
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
わ
が
国
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

代
の
司
法
制
度
に
お
け
る
「
解
部
」
に
言
及
す
る
と
い
う
点
で
注
目
に
値
す
る
と
と
も
に
、
明
治
初
期
の
司
法
史
を
研
究
対
象
と
し

て
き
た
者
と
し
て
筆
者
は
、
利
光
博
士
の
い
う
「
低
い
地
位
」
と
「
与
力
程
度
の
職
掌
」
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
、
史
料
の
実
証
的

分
析
に
も
と
づ
き
、
い
ず
れ
あ
ら
た
め
て
検
証
の
機
会
を
得
た
い
と
考
え
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
そ
の
後
筆
者
は
、
「
実
像
の
「
司
法
職
務
定
制
」
（
そ
の
三
）
」
と
題
す
る
連
載
拙
稿
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
解
部
」
を
と

り
あ
げ
、

　
　
ち
な
み
に
、
司
法
職
務
定
制
に
み
る
解
部
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
な
体
系
的
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
状
況
で
す
。
法
曹

　
官
僚
と
し
て
の
解
部
は
一
体
い
か
な
る
立
場
に
あ
っ
た
の
か
、
官
僚
機
構
の
視
点
か
ら
み
て
、
解
部
は
判
事
に
昇
進
す
る
た
め
の
ワ
ン
ス
テ

　
ッ
プ
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
解
部
は
そ
れ
自
体
完
結
し
た
専
門
職
種
で
あ
っ
た
の
か
、
彼
ら
の
勤
務
先
の
一
つ
で
あ
る
府
県
裁
判
所
に

　
お
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
の
か
、
そ
ん
な
疑
問
に
も
現
時
点
で
は
な
か
な
か
満
足
の
い
く
明
快
な
解
答
を
呈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

と
の
認
識
を
披
渥
す
る
と
と
も
に
、
未
だ
仮
説
の
域
を
出
な
い
も
の
の
、
当
時
知
り
得
た
史
料
や
先
学
の
業
績
に
依
拠
し
て
、
近
代

2



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

解
部
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
若
干
の
見
解
を
呈
し
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
や
は
り
解
部
に
つ
い
て
綿
密
な
考
証
を
加
え
る
こ
と
な

し
に
は
、
制
度
的
側
面
か
ら
の
明
治
初
期
司
法
史
研
究
に
、
画
龍
点
晴
を
欠
く
と
の
意
を
強
く
す
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

近
代
解
部
研
究
の
第
一
歩
と
し
て
、
右
に
い
う
「
実
像
の
「
司
法
職
務
定
制
」
（
そ
の
三
）
」
に
掲
げ
た
四
つ
の
表
題
の
中
か
ら
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

れ
ま
で
の
筆
者
の
研
究
領
域
と
最
も
密
接
に
関
連
す
る
「
府
県
裁
判
所
在
勤
司
法
省
解
部
の
果
た
し
た
役
割
」
な
る
項
を
選
択
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

し
か
る
べ
き
原
史
料
に
も
と
づ
き
、
特
に
刑
事
裁
判
を
素
材
と
し
つ
つ
該
内
容
を
よ
り
深
め
て
み
た
い
と
思
う
。

近代解部考序論

（
1
）
　
利
光
三
津
夫
『
律
令
制
と
そ
の
周
辺
』
（
昭
和
四
二
年
二
月
）
所
収
「
解
部
考
」
・
二
三
七
頁
以
下
。
併
せ
て
利
光
博
士
は
、
慶
鷹

義
塾
大
学
通
信
教
育
部
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
改
訂
　
日
本
法
制
史
1
（
古
代
）
』
（
二
〇
〇
三
年
四
月
）
・
一
一
八
頁
に
お
い
て
も
、
「
解

　部」を

め
ぐ
り
言
及
す
る
。

（
2
）
　
前
掲
利
光
・
「
解
部
考
」
・
壬
二
七
頁
。

（
3
）
　
利
光
博
士
は
、
「
解
部
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
、
前
掲
利
光
・
「
解
部
考
」
・
二
三
七
頁
の
第
一
節
注
（
1
）
に
お
い
て
、
瀧

川
政
次
郎
お
よ
び
栗
田
寛
両
博
士
の
論
考
を
掲
げ
る
。
な
お
そ
れ
に
加
え
、
前
掲
利
光
論
文
以
降
に
古
代
「
解
部
」
に
つ
い
て
言
及
し
た

　
考
察
と
し
て
は
、
井
上
光
貞
・
関
晃
・
土
田
直
鎮
・
青
木
和
夫
校
注
『
日
本
田
心
想
体
系
三
　
律
令
』
（
一
九
七
六
年
一
二
月
）
・
五
一
二
頁

補
注
1
6
C
、
阿
部
武
彦
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
祭
祀
』
（
昭
和
五
九
年
五
月
）
所
収
「
伴
造
・
伴
部
考
」
・
三
四
五
、
三
四
七
頁
、
『
永
島

福
太
郎
先
生
退
職
記
念
　
日
本
歴
史
の
構
造
と
展
開
』
（
一
九
八
三
年
一
月
）
所
収
福
原
栄
太
郎
「
孝
徳
朝
の
『
刑
部
尚
書
』
に
つ
い

　
て
」
・
三
〇
〇
頁
以
下
、
長
谷
山
彰
『
日
本
古
代
の
法
と
裁
判
』
（
二
〇
〇
四
年
二
月
）
所
収
「
奈
良
・
平
安
時
代
に
お
け
る
刑
部
省
と
判

事
局
」
・
七
七
頁
以
下
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
4
）
　
前
掲
利
光
・
「
解
部
考
」
・
二
三
九
頁
。

（
5
）
　
前
掲
利
光
・
「
解
部
考
」
・
二
四
三
頁
。

（
6
）
　
前
掲
利
光
・
「
解
部
考
」
・
二
四
五
頁
。

（
7
）
筆
者
は
、
前
掲
長
谷
山
・
「
奈
良
・
平
安
時
代
に
お
け
る
刑
部
省
と
判
事
局
」
・
八
六
頁
以
下
に
お
け
る
「
判
事
と
解
部
に
よ
る
裁

　
判
」
、
あ
る
い
は
「
判
事
・
解
部
が
並
ん
で
司
法
事
務
に
関
与
す
る
」
と
い
っ
た
記
述
を
通
じ
、
長
谷
山
教
授
が
、
本
文
に
紹
介
す
る
利

3
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光
博
士
の
「
解
部
」
に
対
す
る
考
察
と
は
若
干
異
な
り
、
す
な
わ
ち
、
「
解
部
」
を
単
な
る
「
属
吏
」
に
止
ま
ら
ず
、
「
判
事
」
と
と
も
に

　
律
令
体
制
下
の
裁
判
実
務
を
支
え
る
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
、
と
す
る
見
解
の
も
と
に
置
い
て
い
る
よ
う
に
推
察
す
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
前
掲
註
（
3
）
に
掲
げ
る
論
考
中
、
前
掲
福
原
・
「
孝
徳
朝
の
『
刑
部
尚
書
』
に
つ
い
て
」
・
三
〇
二
頁
以
下
に
は
、
前
掲
利
光

論
文
に
示
さ
れ
た
古
代
解
部
を
め
ぐ
る
考
察
に
対
す
る
反
証
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
古
代
解
部
が
、
「
大
宝
・
養
老
令
制
」

　
に
お
け
る
裁
判
時
に
、
「
事
実
の
審
理
」
を
担
当
し
、
訴
訟
遂
行
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
す
る
指
摘
は
注
目

　
に
値
す
る
。

（
8
）
　
明
治
維
新
後
「
解
部
」
の
名
称
が
、
新
政
府
の
司
法
官
衙
に
お
け
る
官
職
と
し
て
最
初
に
現
れ
る
の
は
、
明
治
二
年
七
月
八
日
に
創

　
設
さ
れ
た
「
刑
部
省
」
に
お
い
て
で
あ
る
（
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
　
官
職
門
　
官
制
　
刑
部
省
』
・
九
頁
）
。
そ
こ
で
は
、

　
　
大
解
部
（
従
六
位
）
　
中
解
部
（
正
七
位
）
　
少
解
部
（
従
七
位
）
　
掌
問
窮
争
訟

　
と
定
め
る
。

（
9
）
　
前
掲
利
光
・
「
解
部
考
」
・
二
四
五
頁
以
下
。

（
1
0
）
　
数
少
な
い
「
近
代
解
部
」
に
言
及
す
る
論
考
よ
り
、
例
え
ば
、
『
刑
事
実
体
法
と
裁
判
手
続
－
法
学
博
士
井
上
正
治
先
生
追
悼
論
集

　
ー
』
（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）
所
収
大
國
仁
「
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
的
捜
査
機
関
の
系
譜
」
・
二
〇
一
頁
は
、
本
文
に
い
う
「
司
法
職
務

定
制
」
の
規
定
を
前
提
と
し
て
、
「
解
部
」
を
、
職
制
上
「
判
事
」
と
と
も
に
「
裁
判
官
」
と
位
置
づ
け
る
。
さ
ら
に
、
鈴
木
正
裕
『
近

代
民
事
訴
訟
法
史
・
日
本
』
（
二
〇
〇
四
年
二
月
）
所
収
「
目
安
糺
と
訴
訟
却
下
」
・
六
頁
註
（
5
）
も
近
代
解
部
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
ま

　
た
、
藤
原
明
久
「
明
治
六
年
に
お
け
る
京
都
府
と
京
都
裁
判
所
と
の
裁
判
権
限
争
議
（
上
）
1
裁
判
権
独
立
過
程
の
一
断
面
1
」
（
『
神
戸

法
學
雑
誌
』
第
三
四
巻
第
三
号
・
四
八
二
頁
以
下
　
一
九
八
四
年
二
一
月
）
、
藤
田
弘
道
『
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
編
纂
史
』
（
二
〇
〇
一

年
四
月
）
所
収
「
府
県
裁
判
所
設
置
の
一
餉
」
・
三
二
頁
、
霞
信
彦
「
二
つ
の
埼
玉
裁
判
所
伺
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
法
学
研
究
』
第
六
七

巻
第
一
〇
号
・
一
六
頁
以
下
　
平
成
六
年
一
〇
月
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
先
の
「
司
法
職
務
定
制
」
が
設
置
を
定
め
た
「
府
県
裁
判
所
」
の

う
ち
、
明
治
五
年
後
半
期
に
逐
次
創
設
さ
れ
た
京
都
裁
判
所
・
足
柄
裁
判
所
・
埼
玉
裁
判
所
に
つ
い
て
、
主
要
構
成
員
の
一
角
を
な
す

　
「
解
部
」
の
人
的
側
面
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
解
部
就
任
以
前
の
職
歴
や
そ
の
後
の
官
歴
に
言
及
し
た
論
考
と
し
て
、
本
稿
と
の
関
連
で
き

　
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
手
塚
豊
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
（
上
）
』
（
昭
和
五
九
年
三
月
）
所
収
「
明
治
五
年
・
額
田
県
「
断
刑

簿
」
」
・
七
五
頁
以
下
は
、
明
治
四
年
一
一
月
一
五
日
に
設
置
さ
れ
「
三
河
八
郡
お
よ
び
尾
張
知
多
郡
の
全
領
域
」
を
管
轄
地
と
し
た
「
額

4



　
田
県
」
の
刑
事
裁
判
記
録
（
「
断
刑
簿
」
）
を
紹
介
す
る
史
料
解
題
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
手
塚
博
士
は
、
額
田
県
開
庁
当
時
の
組
織
や
人

的
配
置
を
詳
ら
か
に
し
、
県
の
刑
事
裁
判
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
考
証
は
、
未
だ
本
稿
と
直
接
の
関
連
を
有
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
額
田
県
の
司
法
権
が
府
県
裁
判
所
に
継
承
さ
れ
る
際
、
同
県
に
お
い
て
従
来
訴
訟
の
処
理
に
当
た
っ
て
い
た
人
々
が
、

　
そ
う
し
た
転
換
期
に
い
か
な
る
職
に
就
き
え
た
の
か
、
「
解
部
」
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
際
に
、
改
め
て
見
直
す
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

　
な
い
。

（
n
）
霞
信
彦
「
実
像
の
「
司
法
職
務
定
制
」
（
そ
の
三
）
」
（
『
N
B
L
』
第
七
七
二
号
・
七
〇
頁
以
下
平
成
一
五
年
一
一
月
）
。

（
1
2
）
　
前
掲
霞
・
「
実
像
の
「
司
法
職
務
定
制
」
（
そ
の
三
）
」
・
七
一
頁
。

（
1
3
）
前
掲
霞
・
「
実
像
の
「
司
法
職
務
定
制
」
（
そ
の
三
）
」
・
七
一
頁
。

（
1
4
）
　
順
に
、
「
解
部
、
そ
の
名
の
由
来
」
・
「
官
員
と
し
て
の
解
部
」
・
「
府
県
裁
判
所
在
勤
解
部
の
前
歴
を
め
ぐ
っ
て
」
・
「
府
県
裁
判
所
在

勤
解
部
の
果
た
し
た
役
割
」
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
前
掲
霞
・
「
実
像
の
「
司
法
職
務
定
制
」
（
そ
の
三
）
」
・
七
三
頁
以
下
。

（
1
6
）
　
本
稿
に
お
い
て
引
用
す
る
史
料
に
、
旧
字
・
合
字
・
異
体
字
・
変
体
仮
名
等
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
す
べ
て
新
字
に
改
め
て

　
表
記
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
諸
先
学
の
業
績
引
用
に
際
し
、
単
行
書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
に
つ
い
て
、
各
論
題
に
冠
せ
ら
れ
た

　
「
章
」
お
よ
び
「
節
」
と
い
っ
た
表
記
は
省
略
し
、
ま
た
複
数
回
に
わ
た
り
同
一
論
文
名
を
掲
げ
る
際
は
、
筆
者
拙
稿
は
も
と
よ
り
先
学

　
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
、
副
題
を
付
さ
な
い
こ
と
と
し
た
。
各
位
の
ご
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

二
　
本
　
論

近代解部考序論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

（
1
）
　
明
治
五
年
四
月
二
五
日
、
初
代
司
法
卿
に
就
任
し
た
江
藤
新
平
は
、
自
ら
が
意
図
し
推
進
す
る
司
法
改
革
の
、
最
も
主
要
な

課
題
の
一
つ
で
あ
る
、
司
法
権
の
中
央
政
府
専
管
を
完
遂
す
る
た
め
に
、
維
新
後
最
初
の
司
法
行
政
・
裁
判
制
度
に
関
す
る
網
羅
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

定
「
司
法
職
務
定
制
」
（
明
治
五
年
八
月
三
日
太
政
官
達
全
一
〇
八
条
、
以
後
本
稿
で
は
「
定
制
」
と
も
称
す
る
）
を
制
定
し
た
。
明
治
四

5
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年
七
月
一
四
日
に
断
行
さ
れ
た
廃
藩
置
県
以
後
国
家
的
規
模
で
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
刑
事
裁
判
は
、
こ
れ
を
機
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

「
府
県
」
お
よ
び
「
府
県
裁
判
所
」
と
い
う
二
系
統
の
裁
判
機
関
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
司
法
省
（
明
治
四
年
七
月
九
日
設
置
）

直
属
の
法
律
専
門
家
集
団
に
し
て
、
わ
が
国
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
嗜
矢
と
も
い
う
べ
き
「
明
法
寮
」
（
明
治
四
年
九
月
二
七
日
設
置
同
八

　
　
　
　
　
（
5
）

年
五
月
四
日
廃
止
）
と
の
緊
密
な
連
携
の
も
と
で
執
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
筆
者
は
、
そ
う
し
た
刑
事
裁
判
体
制
を
、
「
伺
・
指
令
裁
判

　
（
6
）

体
制
」
と
命
名
し
、
こ
れ
ま
で
同
体
制
の
実
態
解
明
に
力
を
注
い
で
き
た
。
ち
な
み
に
、
拙
稿
「
明
治
初
期
の
刑
事
裁
判
体
制
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
て
1
伺
・
指
令
裁
判
体
制
を
中
心
と
し
て
ー
」
は
、
叙
上
の
目
的
達
成
の
も
と
に
逐
次
発
表
し
て
き
た
、
伺
・
指
令
裁
判
体
制
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

題
材
と
す
る
一
連
の
論
考
の
「
ま
と
め
」
的
な
意
味
を
も
つ
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
上
掲
諸
論
考
を
な
す
に
あ
た
り
、
最
も
重
要
か
つ
必
須
の
史
料
と
し
て
常
に
姐
上
に
の
せ
、
精
密
な
分
析
・

検
討
を
心
が
け
た
の
は
、
現
在
法
務
省
法
務
図
書
館
が
所
蔵
し
、
か
つ
て
沼
正
也
博
士
が
「
明
法
寮
申
律
課
記
録
」
と
位
置
づ
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
府
県
伺
留
」
お
よ
び
「
各
裁
判
所
伺
留
」
で
あ
っ
た
。
理
由
と
し
て
は
、
両
伺
留
に
は
、
明
治
初
期
の
、
司
法
制
度
が
未
だ
確
立

し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
時
期
、
日
本
全
国
津
々
浦
々
の
各
府
県
や
各
裁
判
所
で
お
こ
な
わ
れ
た
刑
事
裁
判
に
お
い
て
、
裁
判
官
役

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
担
っ
て
い
た
人
々
か
ら
提
起
さ
れ
た
、
法
の
解
釈
や
適
用
を
中
心
と
す
る
ぼ
う
大
な
数
に
の
ぼ
る
伺
と
そ
れ
に
対
す
る
司
法
省
側

の
指
令
が
綴
じ
こ
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
刑
事
裁
判
に
従
事
す
る
法
律
実
務
家
の
足
跡
を
明
確
か
つ
実
証
的
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

る
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
右
に
い
う
両
伺
留
の
な
か
で
「
各
裁
判
所
伺
留
」
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
明
治
五
年
八
月
以
降
、
司
法
職
務
定
制
の
規

定
に
も
と
づ
き
司
法
省
が
設
置
し
た
各
府
県
裁
判
所
か
ら
の
伺
が
編
綴
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
概
観
す
る
と
、
伺
発
信
者
と
し

て
、
時
に
府
県
裁
判
所
に
お
け
る
何
ら
か
の
肩
書
き
を
付
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
「
大
解
部
某
」

な
ど
と
記
さ
れ
た
「
解
部
名
」
に
よ
る
伺
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
解
部
」
は
、
名
称
的
に
は
明
治
二
年
刑
部
省
官
員
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

置
か
れ
た
近
代
解
部
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
の
、
時
期
的
に
見
て
制
度
上
は
そ
れ
と
全
く
異
な
り
、
定
制
「
第
五
章
　
判
事
職
制
」

6
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第
二
〇
条
中
に
、

　
　
大
解
部
　
権
大
解
部
　
中
解
部
　
権
中
解
部
　
少
解
部
　
権
少
解
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
各
裁
判
所
二
出
張
シ
聴
訟
断
獄
ヲ
分
掌
ス

と
の
官
階
・
職
掌
の
も
と
で
定
め
ら
れ
た
「
司
法
省
解
部
」
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
（
以
後
本
稿
に
い
う
解
部
は
、
単
に

「
解
部
」
と
呼
称
す
る
場
合
も
含
め
、
す
べ
て
定
制
下
に
設
け
ら
れ
た
「
司
法
省
解
部
」
を
指
す
）
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
「
各
裁
判
所
伺

留
」
に
み
る
刑
事
裁
判
執
行
に
係
わ
る
伺
、
つ
ま
り
府
県
裁
判
所
よ
り
呈
さ
れ
る
伺
は
、
原
則
的
に
は
、
府
県
裁
判
所
所
長
た
る

　
　
　
　
（
H
）

「
司
法
省
判
事
」
名
で
提
起
さ
れ
、
司
法
省
解
部
を
直
接
の
発
信
者
と
す
る
伺
は
、
数
的
に
も
質
的
に
も
き
わ
め
て
例
外
の
存
在
で

あ
る
と
の
「
認
識
」
で
捉
え
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
を
起
こ
し
司
法
省
解
部
を
考
察
の
対
象
と
す
る
な
か
で
、
い
ま
一
度
上
掲
の

「
認
識
」
が
本
当
に
正
鵠
を
得
て
い
る
の
か
、
あ
ら
た
め
て
該
史
料
を
網
羅
的
に
検
証
す
る
こ
と
こ
そ
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
結
論

に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
結
果
如
何
で
は
、
発
信
者
名
に
併
記
さ
れ
た
肩
書
き
な
ど
か
ら
、
府
県
裁
判
所
に
配
置
さ
れ
た
「
司

法
省
解
部
の
果
た
し
た
役
割
」
を
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
詳
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
料
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
各
裁
判
所
伺
留
」
に
綴
じ
こ
ま
れ
た
伺
の
中
で
、
司
法
省
解
部
名
で
発
せ
ら
れ
た
そ
れ
ら
を
ま
と
め
、
一
覧
に
供
し
た
の
が
次
に

掲
げ
る
表
で
あ
る
。

（
2
）

整
理
番
号

伺
　
名

伺
提
出
期
日

伺
提
起
者
肩
書

伺
提
起
者
名

史
料
名

1

出
稼
祈
願
等
ニ
テ
本
官
庁

江
届
ス
他
管
地
二
出
ル
者

之
儀
二
付
伺

六
・
二
・
二
三

山
梨
裁
判
所
長
代

権
大
解
部

松
本
正
忠

（
二
）
明
治
六
年
　
六
一
号

2

年
令
計
算
之
儀
二
付
伺

六
・
三
・
一
七

山
梨
裁
判
所
長
代

権
大
解
部

松
本
正
忠

（
二
）
明
治
六
年
　
九
五
号
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3

刑
律
之
儀
二
付
伺

六
・
四
・
二
〇

新
治
裁
判
所
在
勤
所
長
代
理

司
法
権
大
解
部

牧
野
重
正

（
二
）
明
治
六
年
　
一
二
四
号

4

田
糧
欺
穏
之
儀
二
付
伺
書

六
・
五
・
一
八

足
柄
裁
判
所
長
代
理

司
法
中
解
部

岡
田
直
臣

（
三
）
明
治
六
年
　
一
五
一
号

5

郵
便
鉄
道
等
罰
則
二
付
伺

六
・
五
・
三
一

兵
庫
裁
判
所
所
長
代

司
法
大
解
部

大
脇
弼
教

（
三
）
明
治
六
年
　
一
五
五
号

6

私
娼
街
売
条
例
伺

六
・
五
・
三
一

兵
庫
裁
判
所
々
長
代

司
法
大
解
部

大
脇
弼
教

（
三
）
明
治
六
年
　
一
五
九
号

7

盗
駐
二
係
ル
代
金
償
却
法

伺

六
・
五
・
二
二

兵
庫
裁
判
所
々
長
代

司
法
大
解
部

中
村
元
嘉

（
三
）
明
治
六
年
　
一
六
九
号

8

窩
弓
殺
傷
人
律
之
儀
二
付

伺

六
二
二
・
一
九

山
梨
裁
判
所
長
代

大
解
部

松
本
正
忠

（
四
）
明
治
六
年
　
二
一
二
号

9

無
産
ノ
者
再
逃
走
ノ
儀
二

付
伺

六
・
九
・
一
四

京
都
裁
判
所
長
北
畠
少
判
事
代
理

司
法
大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
四
）
明
治
六
年
　
二
四
二
号

10

六
・
九
・
二
四

（
埼
玉
裁
判
所
）

司
法
大
解
部

高
木
勤

（
四
）
明
治
六
年
　
二
四
四
号

n

擬
律
伺

六
・
九
・
一
二

（
埼
玉
裁
判
所
）

司
法
大
解
部

高
木
勤

（
四
）
明
治
六
年
　
二
四
五
号

12

六
・
六
・
二
九

（
埼
玉
裁
判
所
）

司
法
大
解
部

松
村
道
文

（
四
）
明
治
六
年
　
二
四
七
号

13

犯
罪
自
首
ノ
儀
二
付
伺

六
・
一
〇
・
五

京
都
裁
判
所
長
代
理

司
法
大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
四
）
明
治
六
年
　
二
六
九
号

8
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M

車
馬
殺
傷
人
之
二
付
伺

六
・
一
〇
・
一
七

京
都
裁
判
所
長
司
法
少
判
事
北
畠
治
房

代
理
司
法
大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
四
）
明
治
六
年
　
二
八
○
号

1

　
5
　
1

老
小
婦
女
棒
鎖
之
儀
二
付

伺

六
・
】
〇
二
四

京
都
裁
判
所
長
北
畠
少
判
事
代
理

司
法
大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
四
）
明
治
六
年
　
二
九
三
号

16

盗
犯
私
和
ノ
儀
二
付
伺

六
・
一
〇
・
二
五

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
四
）
明
治
六
年
　
二
九
四
号

17

再
犯
加
等
ノ
儀
二
付
疑
義

伺

六
・
一
〇
・
≡
二

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
四
）
明
治
六
年
　
二
九
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

18

改
定
律
例
御
頒
布
以
前
処

決
ノ
罪
犯
貼
断
方
伺

六
・
一
〇
・
二
〇

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
〇
五
号

19

六
・
三
・
一
二

（
埼
玉
裁
判
所
）

司
法
大
解
部

高
木
勤

（
五
）
明
治
六
年
　
三
■
パ
号

20

一
家
人
共
犯
罪
之
儀
二
付

伺

六
・
一
一
ニ
ニ

兵
庫
裁
判
所
長
代
理

司
法
大
解
部

大
脇
弼
教

（
五
）
明
治
六
年
　
一
三
八
号

21

律
例
疑
義
伺

六
・
一
一
・
二
〇

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
二
〇
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

22

律
例
疑
義
伺

六
二
一
・
一
七

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
二
二
号

23

律
例
疑
義
伺

六
・
一
一
・
二
八

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
二
六
号

9
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24

律
例
疑
義
伺

六
・
二
・
二
〇

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
二
八
号

25

窃
盗
犯
数
二
依
リ
首
従
ヲ

不
分
伺

六
・
二
（
日
欠
）

兵
庫
裁
判
所
長
代
理

司
法
大
解
部

大
脇
弼
教

（
五
）
明
治
六
年
　
三
三
〇
号

26

犯
罪
自
首
ノ
儀
二
付
伺

六
・
二
（
日
欠
）

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
三
一
号

27

賭
博
犯
罪
ノ
儀
二
付
伺

六
・
一
一
・
一
八

兵
庫
裁
判
所
長
代
理

司
法
大
解
部

大
脇
弼
教

（
五
）
明
治
六
年
　
三
三
二
号

28

六
・
八
・
五

（
埼
玉
裁
判
所
）

司
法
大
解
部

松
村
道
文

（
五
）
明
治
六
年
　
三
三
三
号

29

六
・
一
〇
・
二
四

（
埼
玉
裁
判
所
）

大
解
部

高
木
勤

（
五
）
明
治
六
年
　
三
三
五
号

30

律
例
疑
義
伺

六
・
一
…
・
一
七

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
三
六
号

31

六
・
二
・
三
〇

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

司
法
大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
〉
明
治
六
年
　
三
三
九
号

32

一
家
人
共
犯
罪
之
儀
二
付

伺

六
・
一
〇
・
二
九

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
四
〇
号

33

律
例
疑
義
伺

六
・
二
・
二

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
四
四
号

34

律
例
疑
義
伺

六
・
一
一
・
二
八

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
四
六
号

10
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35

律
例
疑
義
伺

六
・
一
一
・
八

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
四
八
号

36

六
・
一
二
・
八

（
埼
玉
裁
判
所
）

大
解
部

高
木
勤

（
五
）
明
治
六
年
　
三
五
一
号

37

六
・
二
一
・
て
∪

（
埼
玉
裁
判
所
）

大
解
部

高
木
勤

（
五
）
明
治
六
年
　
三
五
二
号

38

六
・
一
〇
・
二
四

（
埼
玉
裁
判
所
）

大
解
部

高
木
勤

（
五
）
明
治
六
年
　
三
六
〇
号

39

給
没
貯
物
之
儀
二
付
伺

六
・
一
〇
・
↓
四

京
都
裁
判
所
長
北
畠
少
判
事
代
理

司
法
大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
六
六
号

⑩

律
例
疑
義
伺

六
・
一
一
D
三
〇

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
五
）
明
治
六
年
　
三
七
一
号

41

六
・
八
・
二
〇

（
埼
玉
裁
判
所
）

松
村
大
解
部
代
司
法
中
解
部

渡
辺
吉
利

（
五
）
明
治
六
年
　
三
八
三
号

42

六
・
八
・
一
七

（
埼
玉
裁
判
所
）

松
村
大
解
部
病
気
二
付
代
司
法
中
解
部

渡
辺
吉
利

（
五
）
明
治
六
年
　
三
八
七
号

43

新
属
相
盗
再
犯
者
処
置
之

儀
二
付
伺

七
・
一
・
ニ
ニ

千
葉
裁
判
所
長
代
理

司
法
権
大
解
部

高
塩
又
四
郎

河
野
通
故

（
六
）
明
治
七
年
　
九
号

44

私
娼
街
売
律
例
疑
義
伺

六
・
一
一
・
一
七

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
六
）
明
治
七
年
　
一
〇
号

拓

懲
役
終
身
限
内
老
疾
者
収

蹟
之
儀
二
付
疑
義
伺

六
・
二
・
↓
七

京
都
裁
判
所
長
少
判
事
北
畠
治
房
代
理

大
解
部

犬
塚
重
遠

草
野
允
素

（
六
）
明
治
七
年
　
ご
二
号

11
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46

律
例
疑
義
伺

七
・
二
・
五

京
都
裁
判
所
長
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
一
七
号

47

癸
酉
（
六
）
・
一

二
・
二

山
梨
裁
判
所

司
法
権
大
解
部

山
本
昌
行

（
六
）
明
治
七
年
　
二
八
号

48

七
・
一
・
一
八

山
梨
裁
判
所
長
代
理

司
法
省
八
等
出
仕

中
嶋
清
武

（
六
）
明
治
七
年
　
三
〇
号

49

刑
典
之
儀
二
付
伺

七
・
二
・
三

千
葉
裁
判
所
長
代
理

司
法
権
大
解
部

高
塩
又
四
郎

河
野
通
故

（
六
）
明
治
七
年
　
三
八
号

50

律
例
疑
義
伺

　
　
’

七
・
二
・
八

京
都
裁
判
所
長
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
四
三
号

51

律
例
疑
義
伺

七
・
二
・
一
八

京
都
裁
判
所
長
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
四
四
号

52

刑
典
之
儀
二
付
伺

七
・
二
・
一
九

千
葉
裁
判
所
副
所
長

司
法
権
大
解
部

荻
野
覚
行

（
六
）
明
治
七
年
　
四
七
号

53

律
例
疑
義
伺

七
二
一
・
五

京
都
裁
判
所
長
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
四
八
号

54

失
火
疑
義
伺

七
・
二
・
二
八

京
都
裁
判
所
長
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
四
九
号

55

律
例
疑
義
伺

七
・
三
・
（
日
欠
）

京
都
裁
判
所
長
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
五
一
号

56

律
例
疑
義
伺

七
・
二
・
二
〇

京
都
裁
判
所
長
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
五
三
号

12



近代解部考序論

57

祖
父
母
父
母
ヲ
誤
殺
傷
ス

ル
疑
義
伺

七
二
丁
二
七

京
都
裁
判
所
長
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
五
五
号

58

遺
失
物
取
扱
之
儀
二
付
伺

七
・
三
・
↓
五

京
都
裁
判
所
長
坂
本
権
中
判
事
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
五
七
号

59

律
例
疑
義
伺

七
・
三
・
四

京
都
裁
判
所
長
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
五
八
号

60

疑
義
伺

七
・
四
・
二

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
六
六
号

61

旧
銅
貨
私
二
相
場
ヲ
立
テ

売
買
ス
ル
儀
二
付
伺
書

七
・
四
・
（
日
欠
）

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
六
八
号

62

遺
失
物
之
儀
二
付
伺
書

七
・
四
・
一
七

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
七
七
号

63

刑
典
之
儀
二
付
伺

七
・
四
・
二
四

千
葉
裁
判
所
副
所
長

大
解
部

荻
野
覚
行

（
六
）
明
治
七
年
　
八
○
号

64

律
例
疑
義
伺

七
二
二
・
一
〇

京
都
裁
判
所
長
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
八
五
号

65

疑
義
伺

七
・
四
・
二
八

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
八
七
号

66

疑
義
伺

七
・
四
・
二
五

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
八
八
号

67

旧
銅
貨
私
二
相
場
ヲ
立
テ

売
買
ス
ル
儀
二
付
再
伺

七
・
四
二
二
〇

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

へ
六
）
明
治
七
年
　
八
九
号

13
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68

疑
義
伺

七
・
五
・
一
〇

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

権
大
解
部
・
大
解
部

石
田
頼
慶

草
野
允
素

（
六
）
明
治
七
年
　
九
五
号

69

疑
義
伺

七
・
四
・
三
〇

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
六
）
明
治
七
年
　
一
〇
〇
号

70

犯
権
限
旨
所
分
疑
義
二
付

伺

七
・
五
・
二
二

兵
庫
裁
判
所
長
代
理

権
大
解
部

木
原
章
六

（
七
）
明
治
七
年
　
一
〇
一
号

71

律
例
疑
義
伺

七
・
五
・
一
七

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

権
大
解
部
・
大
解
部

石
田
頼
慶

草
野
允
素

（
七
）
明
治
七
年
　
一
〇
八
号

72

七
・
七
・
三
】

埼
玉
裁
判
所
長
判
事
賜
休
中
二
付
副
所
長

大
解
部

高
木
勤

（
七
）
明
治
七
年
　
二
二
六
号

73

七
・
八
・
一
二

埼
玉
裁
判
所
長
判
事
賜
休
中
二
付
副
所
長

大
解
部

高
木
勤

（
七
）
明
治
七
年
　
一
四
四
号

74

七
甲
戌
・
八
二
二

山
梨
裁
判
所
長
三
好
権
少
判
事
代
理

大
解
部

山
本
昌
行

（
七
）
明
治
七
年
　
一
五
二
号

75

七
・
七
二
〇

権
少
判
事
k
田
庸
熈
所
労
二
付
代
理

大
解
部
（
埼
玉
裁
判
所
）

高
木
勤

（
七
）
明
治
七
年
　
一
六
八
号

76

七
・
八
・
一
七

埼
玉
裁
判
所
長
判
事
賜
休
中
二
付
副
所
長

大
解
部

高
木
勤

（
七
）
明
治
七
年
　
一
七
〇
号

77

疑
義
伺

七
・
五
・
四

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
七
）
明
治
七
年
　
一
七
四
号

78

士
族
犯
罪
ノ
儀
二
付
伺

七
・
五
・
二
〇

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

権
大
解
部
・
大
解
部

石
田
頼
慶

草
野
允
素

（
七
）
明
治
七
年
　
一
九
三
号

14
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79

遺
失
及
ヒ
盗
貯
物
処
分
ノ

義
伺

七
・
一
〇
・
二
五

埼
玉
裁
判
所
長
判
事
所
労
二
付
副
所
長

大
解
部

高
木
勤

（
八
）
明
治
八
年
　
四
〇
号

80

律
文
ノ
儀
二
付
伺

八
・
四
・
九

熊
谷
裁
判
所
長
権
少
判
事
松
田
宣
風
代
理

権
大
解
部

田
中
義
忠

（
八
）
明
治
八
年
　
六
四
号

81

律
例
疑
義
伺

七
・
四
・
一
五

京
都
裁
判
所
長
権
中
判
事
坂
本
政
均
代
理

大
解
部

草
野
允
素

松
本
正
忠

（
八
）
明
治
八
年
　
七
六
・
、
乃

　
①
「
整
理
番
号
」
は
、
後
の
考
察
の
便
宜
の
た
め
に
、
各
伺
が
「
府
県
裁
判
所
伺
留
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
順
に
、
筆
者
が
付
し
た
も
の

　
で
あ
る
。

　
②
「
伺
名
」
は
、
各
伺
に
表
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
内
容
を
転
記
し
た
。
斜
線
を
ひ
い
た
も
の
は
、
特
に
表
題
か
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
③
「
伺
提
出
期
日
」
は
、
各
伺
文
末
に
記
さ
れ
て
い
る
時
日
で
あ
り
、
例
え
ば
「
六
二
丁
二
三
」
は
、
「
明
治
六
年
二
月
壬
二
日
」
を
意

　
味
す
る
。

　
④
「
伺
提
起
者
肩
書
」
は
、
各
伺
文
末
に
記
さ
れ
た
も
の
を
転
記
し
た
。
な
お
、
「
埼
玉
裁
判
所
」
に
つ
い
て
は
、
原
史
料
に
裁
判
所
名
の

　
記
入
は
な
い
が
、
確
認
の
上
（
）
内
に
示
し
た
（
例
え
ば
1
0
）
。
本
稿
の
考
察
で
は
、
こ
の
項
が
最
も
重
要
で
あ
る
。

　
⑤
「
伺
提
起
者
名
」
は
、
④
に
い
う
肩
書
を
も
つ
解
部
の
具
体
的
な
氏
名
で
あ
る
。
④
で
肩
書
が
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
二
人
の
解
部
名
が

　
挙
が
っ
て
い
る
場
合
は
、
両
者
同
官
職
で
あ
り
（
例
え
ば
1
3
）
、
肩
書
が
二
つ
て
、
二
人
の
解
部
名
が
挙
が
っ
て
い
る
場
合
は
、
順
に
そ
れ

　
ぞ
れ
の
官
職
に
あ
る
（
例
え
ば
6
8
）
。

　
⑥
「
史
料
名
」
に
掲
げ
て
あ
る
の
は
、
各
伺
が
「
各
裁
判
所
伺
留
」
に
綴
じ
こ
ま
れ
て
い
る
巻
お
よ
び
そ
こ
に
付
さ
れ
て
い
る
固
有
の
史

　
料
番
号
で
あ
る
。

（
3
）
　
そ
れ
で
は
、
右
の
表
（
以
後
本
稿
で
は
、
「
表
」
と
呼
称
す
る
）
を
素
材
と
し
て
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
府
県
裁
判
所
に
配
属

さ
れ
た
司
法
省
解
部
が
、
同
所
で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
に
関
す
る
検
討
を
進
め
て
み
た
い
。
ま
ず
、
解
部
を
提
起
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者
と
す
る
伺
の
数
で
あ
る
が
、
総
数
は
八
一
件
、

　
　
京
都
裁
判
所

　
　
埼
玉
裁
判
所

　
　
兵
庫
裁
判
所

　
　
山
梨
裁
判
所

　
　
千
葉
裁
判
所

　
　
新
治
裁
判
所
・
足
柄
裁
判
所
・
熊
谷
裁
判
所

「
各
裁
判
所
伺
留
」
に
は
、

裁
判
所
別
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
四
五
件

　
　
　
工
ハ
件

　
　
　
　
七
件

　
　
　
　
六
件

　
　
　
　
四
件

　
　
各
　
一
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
五
年
よ
り
明
治
八
年
に
至
る
間
の
全
七
三
五
件
の
伺
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
〇
パ
ー
セ
ン

ト
強
の
伺
が
解
部
に
よ
り
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
割
合
に
つ
い
て
、
多
寡
あ
る
い
は
原
則
・
例
外
と
い
っ
た
観
点
か

ら
、
そ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
は
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、
半
数
以
上
が
京
都
裁
判
所
伺
で
あ
る
点
を
重
視
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

限
ら
れ
た
裁
判
所
に
固
有
か
つ
特
異
な
現
象
と
す
る
捉
え
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
伺
・
指
令
裁
判
体
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

下
に
設
置
さ
れ
た
お
よ
そ
半
数
に
あ
た
る
府
県
裁
判
所
で
、
解
部
独
自
の
手
に
な
る
と
判
断
さ
れ
る
伺
が
提
出
さ
れ
、
筆
者
管
見
の

及
ぶ
限
り
、
そ
う
し
た
伺
を
一
件
の
例
外
も
な
く
司
法
省
側
が
受
理
、
司
法
省
判
事
に
対
す
る
と
変
わ
ら
ぬ
通
常
通
り
の
手
続
き
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

経
て
、
指
令
が
下
さ
れ
て
い
る
事
実
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
た
と
え
割
合
は
多
い
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
同
省
側
は
、

刑
事
裁
判
実
決
の
際
に
生
じ
た
擬
律
・
科
刑
の
疑
義
解
決
に
向
け
て
、
解
部
を
伺
発
信
者
と
す
る
処
理
方
式
を
、
伺
・
指
令
裁
判
体

制
の
一
角
を
形
成
す
る
何
ら
問
題
な
き
も
の
と
し
て
、
実
務
上
違
和
感
な
く
認
容
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
解

部
な
る
法
曹
が
、
判
断
権
限
な
ど
何
ら
有
し
な
い
、
司
法
省
判
事
の
単
な
る
下
僚
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
に
立
つ
こ
と
に
は
、
い
さ

さ
か
の
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
如
上
の
指
摘
は
、
「
表
」
作
成
の
原
典
と
し
た
「
各
裁
判
所
伺
留
」
と
い
う
史
料
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

性
格
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
掲
伺
留
所
収
の
伺
に
は
、
個
別
の
刑
事
事
案
の
具
体
的
処
断
を
尋
ね
る
も
の
は
少
な
く
、
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（
1
9
）

当
時
の
現
行
刑
法
典
で
あ
っ
た
「
新
律
綱
領
」
お
よ
び
「
改
定
律
例
」
と
い
っ
た
律
系
刑
法
典
に
特
有
の
複
雑
な
運
用
に
係
わ
る
、

い
わ
ば
法
律
的
素
養
に
裏
打
ち
さ
れ
た
法
解
釈
論
を
内
容
と
し
た
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
記
名
に
よ
り
各
解
部
が
独
自
の
責
任
で
、

そ
う
し
た
伺
を
提
起
し
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
実
務
家
と
し
て
の
能
力
面
か
ら
み
て
も
、
彼
ら
が
、
司
法
省
判
事
の
属
吏
下
僚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
の
推
測
を
可
能
に
し
よ
う
。

近代解部考序論

（
4
）
次
い
で
、
「
表
」
中
「
伺
提
起
者
肩
書
」
の
項
に
注
目
し
そ
れ
ら
を
総
覧
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
府
県
裁
判
所
配
属
の
司
法

省
解
部
が
、
同
所
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
そ
の
一
端
を
考
察
し
て
み
た
い
。
該
項
が
示
す
彼
ら
の
肩
書

は
、
大
き
く
分
け
て
①
「
0
0
裁
判
所
某
所
長
代
理
も
し
く
は
代
」
、
②
「
○
○
裁
判
所
副
所
長
」
、
③
「
肩
書
な
し
」
の
三
種
類
で

あ
り
、
な
か
で
も
①
が
最
多
数
を
占
め
る
。
こ
の
事
実
か
ら
は
、
伺
を
提
起
す
る
立
場
に
あ
っ
た
解
部
が
、
付
さ
れ
た
肩
書
名
称
か

ら
判
断
す
る
限
り
、
各
府
県
裁
判
所
所
長
の
任
を
代
理
代
行
す
る
、
つ
ま
り
「
ナ
ン
バ
i
2
」
の
地
位
に
あ
っ
た
と
の
推
測
が
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
定
制
に
設
け
ら
れ
た
府
県
裁
判
所
の
職
制
は
「
所
長
」
の
み
で
あ
り
、
「
所
長
代
理
」
・
「
（
所
長
）
代
」
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

「
副
所
長
」
と
い
っ
た
職
名
は
定
制
規
定
上
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
時
々
の
伺
提
起
者
の
権
限
や
仕
事
の
内
容

を
正
当
化
し
明
確
に
す
る
た
め
に
、
便
宜
的
に
あ
る
い
は
臨
時
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

治
六
年
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
、
司
法
省
独
自
の
定
期
刊
行
物
「
司
法
省
日
誌
」
を
ひ
も
と
く
時
、
上
述
の
点
に
関
連
し
、
さ
ら
に
一

歩
進
め
た
考
証
を
な
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
下
に
掲
げ
る
四
つ
の
辞

令
が
そ
の
具
体
例
で
あ
る
。

　
　
（
a
）
　
明
治
六
年
八
月
二
〇
日
〔
達
書
〕

　
　
埼
玉
裁
判
所
在
勤
申
付
候
事
　
　
大
解
部
　
高
木
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
人
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（
24
）

　
　
埼
玉
裁
判
所
当
分
所
長
代
申
付
候
条
徒
以
下
ノ
刑
ハ
処
決
シ
流
以
上
ハ
可
伺
出
事

　
　
（
b
）
　
明
治
六
年
九
月
四
日
〔
達
書
〕

　
　
京
都
裁
判
所
在
勤
　
　
　
　
　
　
大
解
部
　
草
野
允
素

　
　
其
裁
判
所
長
北
畠
少
判
事
御
用
出
京
中
代
理
申
付
候
条
犬
塚
大
解
部
申
合
可
相
勤
候
猶
難
決
事
件
ハ
大
坂
裁
判
所
長
ノ
指
図
ヲ

　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
受
可
申
事

　
　
（
c
）
　
明
治
七
年
一
月
八
日
〔
達
書
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
等
出
仕
　
中
島
清
武

　
　
山
梨
裁
判
所
長
出
張
迄
当
分
代
理
申
付
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
但
権
限
儀
ハ
本
省
章
程
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
ノ
通
相
心
得
本
省
へ
可
伺
出
事

　
　
（
d
）
　
明
治
七
年
一
月
八
日
〔
達
書
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
中
判
事
　
北
畠
治
房

　
　
御
用
都
合
有
之
二
付
大
解
部
ノ
内
へ
代
理
申
付
置
至
急
帰
京
可
有
之
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
但
大
解
部
代
理
中
ノ
儀
ハ
本
省
章
程
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
ノ
通
相
心
得
候
様
可
被
申
達
候
事

　
　
（
e
）
　
明
治
七
年
一
月
二
四
日
〔
達
書
〕

　
　
千
葉
裁
判
所
在
勤
申
付
候
事
　
　
大
解
部
　
荻
野
覚
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
千
葉
裁
判
所
在
勤
中
副
所
長
申
付
候
事

右
に
掲
げ
る
各
辞
令
は
、
明
ら
か
に
「
表
」
に
示
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
伺
提
起
者
と
の
間
に
相
関
関
係
を
も
つ
。
時
期
的
に
、
各
辞
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

に
最
も
呼
応
す
る
伺
を
挙
げ
れ
ば
、
（
a
）
↓
1
0
・
n
、
（
b
）
↓
9
、
（
c
）
↓
4
8
、
（
d
）
↓
5
0
、
（
e
）
↓
5
2
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
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れ
ら
の
辞
令
は
、
府
県
裁
判
所
に
お
け
る
解
部
の
役
割
を
考
え
る
た
め
に
、
優
れ
て
有
効
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
上
掲
の
辞
令
の
ど
れ
も
が
「
達
書
」
と
い
う
い
わ
ば
公
式
の
形
式
を
踏
ん
で
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
そ
れ
ら
の
内
容
を
通
じ

て
、
「
表
」
中
に
み
ら
れ
る
「
所
長
代
理
」
・
「
（
所
長
）
代
」
・
「
副
所
長
」
と
い
う
肩
書
は
、
単
に
文
書
上
便
宜
的
に
あ
る
い
は
臨
時

に
付
さ
れ
た
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
定
制
に
規
定
さ
れ
た
職
名
で
は
な
い
が
、
司
法
省
部
内
に
お
い
て
正
式
な
職
制
と
し
て
認
知
さ

れ
て
お
り
、
府
県
裁
判
所
所
長
の
職
務
代
行
者
と
し
て
の
地
位
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
よ
い
と
思
う
。
ま
た
、
上

掲
の
肩
書
が
公
的
な
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
付
与
す
る
権
限
の
明
確
化
を
図
る
目
的
で
、
辞
令
（
a
）
が
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
職
務

代
行
者
た
る
解
部
が
自
ら
の
判
断
で
科
刑
し
得
る
範
囲
を
示
し
、
辞
令
（
c
）
・
（
d
）
が
、
定
制
「
第
一
七
章
　
各
区
裁
判
所
章
程
」

中
の
二
条
文
を
掲
げ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
本
稿
に
関
わ
る
刑
事
事
案
処
断
の
権
限
に
つ
い
て
、
辞
令
（
c
）
・
（
d
）
に
み
る
二
条
文

中
の
、

　
第
六
九
条
　
各
区
ノ
断
刑
ハ
答
杖
二
止
リ
徒
以
上
ハ
専
断
ノ
権
無
シ
若
シ
鞠
問
シ
テ
徒
以
上
ノ
罪
ト
察
ス
レ
ハ
假
口
書
ヲ
添
へ
其
罪
囚
ヲ
其

　
府
県
裁
判
所
二
送
致
ス
ヘ
シ
杖
以
下
ト
錐
モ
裁
決
シ
難
キ
者
ハ
上
二
同
シ
但
シ
其
推
問
已
二
服
シ
罪
状
明
白
ナ
レ
ト
モ
律
条
明
文
無
ク
擬
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
シ
難
キ
モ
ノ
ハ
只
其
口
書
ヲ
送
リ
処
分
ヲ
乞
フ
ヘ
シ
連
累
人
ハ
罪
軽
シ
ト
錐
モ
正
犯
ト
同
所
二
処
断
シ
徒
杖
ノ
権
限
二
関
セ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詑
）

を
前
提
と
し
て
考
え
れ
ば
、
司
法
省
は
、
先
に
い
う
該
職
務
代
行
者
に
対
し
、
現
実
点
で
は
未
だ
時
期
の
特
定
は
で
き
な
い
も
の
の
、

定
制
「
第
十
七
章
　
各
区
裁
判
所
章
程
」
に
、

　
各
区
裁
判
所
ハ
府
県
裁
判
所
二
属
シ
地
方
ノ
便
宜
二
因
テ
之
ヲ
設
ヶ
其
地
名
ヲ
冒
ラ
シ
メ
某
裁
判
所
ト
シ
其
区
内
ノ
聴
訟
断
獄
ヲ
ナ
ス
其
章

　
　
　
　
（
3
3
）

　
程
左
ノ
如
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
阻
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

と
定
め
る
、
「
区
裁
判
所
」
が
有
す
る
裁
判
管
轄
権
を
与
え
る
ま
で
の
意
向
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。
以
上
の
考
察
か

ら
は
、
急
激
な
制
度
改
革
に
法
的
素
養
や
経
験
を
有
す
る
人
的
資
源
が
追
い
つ
か
ず
、
と
も
す
れ
ば
、
明
治
維
新
後
法
曹
養
成
制
度

が
未
整
備
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
相
挨
っ
て
、
司
法
省
判
事
の
必
ず
し
も
十
分
な
充
足
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
現
実
の
事
情
を
背
景
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（
3
6
）

と
し
て
、
そ
の
不
在
や
欠
員
を
補
い
、
府
県
裁
判
所
の
機
能
を
停
滞
さ
せ
な
い
た
め
に
、
解
部
と
い
う
官
職
中
最
上
級
の
大
解
部
を

中
心
に
、
必
要
に
即
し
て
、
限
定
的
と
は
い
え
公
的
な
処
断
権
限
の
委
譲
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
、
と
の
指
摘
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
面
か
ら
も
筆
者
は
、
少
な
く
と
も
中
級
以
上
の
司
法
省
解
部
は
、
府
県
裁
判
所
で
何
ら
判
断
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

限
も
も
た
な
い
、
単
な
る
司
法
省
判
事
の
属
吏
下
僚
に
甘
ん
ず
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

（
1
）
　
司
法
省
は
す
で
に
明
治
四
年
七
月
九
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
長
官
で
あ
る
「
卿
」
は
、
そ
の
後
欠
員
と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し

　
た
状
況
が
続
い
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
菊
山
正
明
『
明
治
国
家
の
形
成
と
司
法
制
度
』
（
一
九
九
三
年
二
月
）
所
収
「
江
藤
新

　
平
の
司
法
改
革
」
・
一
四
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
2
）
　
前
掲
菊
山
・
『
明
治
国
家
の
形
成
と
司
法
制
度
』
所
収
の
諸
論
文
に
は
、
江
藤
新
平
の
強
力
な
先
導
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
司
法
改
革

　
を
題
材
と
す
る
詳
細
な
考
察
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
そ
れ
ら
を
ふ
く
め
同
改
革
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
霞
信
彦
「
明
治

初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
ー
伺
・
指
令
裁
判
体
制
を
中
心
に
ー
」
（
『
法
学
研
究
』
第
七
六
巻
第
七
号
・
七
頁
註
（
1
6
）
平
成
一
五

年
七
月
）
を
参
照
。

（
3
）
　
「
司
法
職
務
定
制
」
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
前
掲
霞
・
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
」
・
八
頁
註
（
1
7
）
を

参
照
。

（
4
）
　
一
つ
の
国
内
に
二
系
統
の
裁
判
機
関
が
存
在
し
た
「
理
由
」
を
め
ぐ
っ
て
、
菊
山
氏
は
、
前
掲
・
『
明
治
国
家
の
形
成
と
司
法
制
度
』

所
収
「
江
藤
新
平
の
司
法
改
革
」
・
一
六
八
頁
以
下
の
第
三
節
に
、
予
算
執
行
を
軸
と
し
た
司
法
省
と
大
蔵
省
の
対
立
に
注
目
し
詳
細
な

考
察
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
司
法
・
大
蔵
両
省
の
対
立
は
、
わ
が
国
最
初
の
近
代
行
刑
法
と
も
い
う
べ
き
「
監
獄
則
井
図
式
」

　
（
明
治
五
年
二
月
二
九
日
頒
布
、
一
般
に
「
明
治
五
年
監
獄
則
」
と
も
い
う
）
実
施
の
際
に
も
起
き
て
お
り
、
上
掲
の
「
理
由
」
に
関

連
し
て
、
筆
者
は
、
そ
の
問
の
事
情
の
解
明
に
も
関
心
を
有
し
て
い
る
。

（
5
）
　
「
明
法
寮
」
を
対
象
と
す
る
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
、
沼
正
也
『
財
産
法
の
原
理
と
家
族
法
の
原
理
［
新
版
］
』
（
昭
和
五
五
年
一
〇

月
）
所
収
の
諸
論
文
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
前
掲
藤
田
・
『
新
律
綱
領
・
改
定
律
例
編
纂
史
』
所
収
「
改
定
律
例
編
纂
者

考
」
・
二
五
六
頁
以
下
も
示
唆
に
富
む
。
そ
れ
ら
先
行
研
究
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
霞
・
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
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て
」
・
九
頁
註
（
2
2
）
を
参
照
。

（
6
）
　
「
伺
・
指
令
裁
判
体
制
」
の
「
定
義
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
霞
・
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
」
・
五
頁
を
参
照
。

（
7
）
前
掲
霞
・
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
」
・
一
頁
以
下
。

（
8
）
　
そ
れ
ら
論
考
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
霞
・
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
」
・
五
頁
お
よ
び
九
頁
註
（
2
3
）
を
参
照
。

（
9
）
　
明
法
寮
申
律
課
や
「
府
県
伺
留
」
・
「
各
裁
判
所
伺
留
」
に
関
し
て
、
沼
博
士
は
、
前
掲
・
『
財
産
法
の
原
理
と
家
族
法
の
原
理
［
新

版
］
』
所
収
の
諸
論
文
に
お
い
て
、
詳
細
か
つ
精
緻
な
考
察
を
呈
し
て
い
る
。
個
々
の
具
体
的
論
文
名
に
つ
い
て
は
、
前
掲
霞
・
「
明
治
初

　
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
」
・
二
一
頁
註
（
1
）
を
参
照
。

（
1
0
）
　
筆
者
は
、
府
県
に
お
け
る
そ
れ
を
「
裁
判
担
当
者
」
、
府
県
裁
判
所
に
お
け
る
そ
れ
を
「
司
法
省
判
事
」
（
も
し
く
は
「
府
県
裁
判
所

　
裁
判
官
」
）
と
呼
称
し
類
別
し
て
き
た
。
両
者
を
併
せ
て
、
「
裁
判
実
務
担
当
者
」
と
総
称
す
る
。
前
掲
霞
・
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事

　
裁
判
に
つ
い
て
」
・
五
頁
を
参
照
。

（
n
）
　
今
日
法
務
省
法
務
図
書
館
が
所
蔵
す
る
明
治
初
期
刑
事
裁
判
史
料
に
は
、
本
稿
に
掲
げ
た
「
伺
留
系
」
と
「
口
書
系
」
と
い
う
異
な

　
る
二
つ
の
系
統
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
前
掲
霞
・
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
」
・
二
一
頁
註

　
（
2
）
を
参
照
。

（
12
）
　
本
稿
「
は
じ
め
に
」
の
註
（
8
）
を
参
照
。

（
1
3
）
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
官
職
門
　
官
制
　
司
法
省
一
』
・
二
五
頁
．

（
14
）
　
定
制
で
は
、
「
第
十
五
章
　
府
県
裁
判
所
章
程
　
府
県
二
置
ク
所
ノ
裁
判
所
ハ
府
名
県
名
ヲ
冒
ラ
シ
メ
某
裁
判
所
ト
ス
章
程
左
ノ
如

　
シ
」
中
第
五
六
条
は
冒
頭
で
、
「
府
県
裁
判
所
ノ
長
ハ
判
事
ノ
内
一
人
之
二
充
ツ
」
（
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
官
職
門
　
官
制
　
司
法

　
省
『
∴
二
四
頁
）
と
定
め
る
が
、
現
実
の
司
法
省
判
事
の
人
員
配
置
は
、
前
掲
霞
・
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
」
・

　
≡
二
頁
註
（
1
5
）
に
言
及
す
る
よ
う
に
、
原
則
一
名
で
あ
り
、
そ
の
者
が
否
応
な
し
に
所
長
の
任
に
就
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
1
5
）
　
他
所
と
比
較
し
て
、
確
か
に
京
都
裁
判
所
に
お
け
る
解
部
対
応
の
伺
の
多
さ
は
看
過
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
京
都
府
と
明
治
五
年

　
一
〇
月
七
日
に
創
設
さ
れ
た
京
都
裁
判
所
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
紛
議
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
掲
藤
原
・
「
明
治
六
年
に
お
け
る
京
都
府
と
京
都

　
裁
判
所
と
の
裁
判
権
限
争
議
（
上
）
」
・
四
七
五
頁
以
下
お
よ
び
同
「
明
治
六
年
に
お
け
る
京
都
府
と
京
都
裁
判
所
と
の
裁
判
権
限
争
議

　
（
下
）
ー
裁
判
権
独
立
過
程
の
一
断
面
1
」
（
『
神
戸
法
學
雑
誌
』
第
三
四
巻
第
四
号
・
九
〇
五
頁
以
下
　
一
九
八
五
年
三
月
）
に
詳
し
い
。
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解
部
が
伺
提
起
者
と
な
っ
て
い
る
件
数
の
多
さ
と
、
前
掲
論
文
で
藤
原
氏
が
考
察
す
る
京
都
裁
判
所
が
抱
え
た
問
題
と
の
関
連
性
に
つ
い

　
て
は
、
別
途
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

（
1
6
）
　
定
制
に
も
と
づ
き
全
国
展
開
が
企
図
さ
れ
た
府
県
裁
判
所
も
、
筆
者
の
い
う
伺
・
指
令
裁
判
体
制
下
終
末
期
（
明
法
寮
廃
止
ま
で
）

　
に
お
い
て
す
ら
、
組
織
の
新
設
や
統
廃
合
の
結
果
存
置
し
た
の
は
、
東
京
・
大
阪
・
京
都
・
千
葉
・
新
治
・
茨
城
・
栃
木
・
熊
谷
・
埼

　
玉
・
神
奈
川
・
足
柄
・
山
梨
・
函
館
・
新
潟
・
長
崎
・
佐
賀
の
三
府
コ
ニ
県
の
各
府
県
裁
判
所
で
あ
っ
た
し
、
叙
上
の
期
間
を
通
じ
て
、

数
的
に
は
ほ
ぼ
そ
の
範
囲
を
超
え
て
い
な
い
（
司
法
省
編
纂
『
司
法
沿
革
史
』
（
昭
和
一
四
年
一
〇
月
）
・
二
頁
以
下
を
参
照
）
。

（
1
7
）
　
本
文
「
表
」
に
掲
げ
た
八
一
件
す
べ
て
の
伺
に
つ
い
て
確
認
済
み
で
あ
る
。

（
1
8
）
前
掲
註
（
n
）
を
参
照
。

（
1
9
）
　
明
治
維
新
後
、
最
初
の
国
家
的
統
一
刑
法
典
「
新
律
綱
領
」
（
明
治
三
年
一
二
月
二
七
日
頒
布
）
お
よ
び
「
改
定
律
例
」
（
明
治
六
年

　
七
月
一
〇
日
施
行
）
の
、
改
正
・
追
加
の
様
式
等
に
つ
い
て
は
、
手
塚
豊
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
（
上
）
』
（
昭
和
五
九
年
三
月
）
所
収

　
「
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
カ
ー
最
高
裁
判
所
判
決
に
対
す
る
一
異
見
1
」
・
二
七
頁
以
下
に
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て

　
い
る
。

（
2
0
）
　
「
表
」
中
61
の
伺
に
は
、

　
　
近
頃
京
摂
間
ノ
商
人
共
頻
リ
ニ
旧
銅
貨
ヲ
買
締
め
又
ハ
私
二
相
場
ヲ
立
テ
売
買
致
ス
ニ
付
銅
貨
払
底
諸
人
難
渋
之
趣
相
聞
候
右
者
追
々

　
　
御
布
令
モ
有
之
且
太
政
官
第
三
十
五
号
布
告
二
依
リ
即
今
右
所
業
二
及
候
者
偵
索
勾
問
中
二
候
処
右
該
犯
人
ハ
違
令
二
問
擬
シ
所
断
致

　
　
シ
候
儀
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
ト
存
シ
候
得
共
其
売
買
ス
ル
所
ノ
銅
貨
金
円
ハ
花
利
ヲ
追
シ
テ
官
二
没
シ
原
貨
ハ
事
主
二
還
付
致
シ
候
儀
哉
又

　
　
ハ
給
没
貯
物
条
に
照
シ
取
与
倶
二
罪
ア
ル
貯
見
倣
シ
都
テ
官
二
没
入
致
シ
候
儀
哉
此
段
相
伺
候
至
急
御
指
令
被
下
度
候
也

　
と
す
る
伺
本
文
に
加
え
、
以
下
の
「
追
伸
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
　
本
文
犯
罪
者
ノ
回
テ
生
ス
ル
所
以
ノ
者
ハ
今
般
新
銅
貨
御
鋳
造
御
発
行
二
付
商
人
共
新
旧
銅
貨
ノ
量
目
新
銅
貨
ヨ
リ
重
キ
コ
ト
幾
レ
ド

　
　
三
倍
セ
ル
ヲ
以
テ
各
自
貯
蓄
シ
又
ハ
私
ノ
抵
価
ヲ
立
テ
売
買
致
ス
儀
ト
被
存
候
特
二
今
般
太
政
官
本
年
第
三
十
三
号
ノ
御
布
告
ニ
ハ
銅

　
　
貨
海
外
ヱ
輸
出
御
差
許
シ
ニ
付
テ
ハ
滋
マ
ス
右
等
ノ
所
為
二
及
フ
者
不
妙
ト
相
察
シ
候
元
来
貨
幣
公
債
書
等
ノ
類
等
二
諸
物
価
ノ
騰
低

　
　
ス
ル
ハ
品
物
ノ
精
粗
軽
重
二
因
リ
テ
一
定
の
抵
価
ナ
シ
多
ク
ハ
是
自
然
ノ
勢
ヒ
ニ
出
テ
人
力
ノ
不
及
ト
コ
ロ
政
府
モ
亦
敢
テ
コ
レ
ヲ
圧

　
　
制
ス
ル
コ
ト
ヲ
不
得
儀
存
候
権
外
ノ
儀
ニ
ハ
候
得
共
新
旧
品
位
御
比
較
速
二
均
等
ノ
抵
価
二
御
改
正
不
相
成
テ
ハ
曹
二
犯
罪
者
ノ
多
ク
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出
来
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
銅
貨
払
底
二
相
成
衆
庶
難
渋
可
致
ス
杞
憂
ノ
至
二
候
問
此
段
宜
シ
ク
御
高
議
ヲ
仰
キ
候
也

　
こ
れ
は
、
伺
提
起
者
で
あ
る
両
大
解
部
が
、
伺
に
挙
げ
た
「
近
頃
京
摂
間
ノ
商
人
共
頻
リ
ニ
旧
銅
貨
ヲ
買
締
め
又
ハ
私
二
相
場
ヲ
立
テ
売

買
致
ス
」
と
い
う
違
法
行
為
の
原
因
が
、
政
府
の
通
貨
政
策
に
あ
る
と
思
料
し
太
政
官
宛
上
呈
し
た
意
見
書
で
あ
る
。
〕
例
に
は
過
ぎ
な

　
い
が
、
こ
う
し
た
論
陣
の
内
容
か
ら
も
、
司
法
省
解
部
の
能
力
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
2
1
）
　
前
掲
註
（
U
）
を
参
照
。

（
2
2
）
　
こ
の
他
に
、
解
部
に
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
明
治
八
年
↓
月
丁
0
）
日
に
提
起
さ
れ
た
伺
の
発
信
者
名
に
は
、
「
京
都
裁
判
所

副
長
　
権
少
判
事
　
人
見
恒
民
」
（
「
各
裁
判
所
伺
留
　
八
」
所
収
第
二
一
〇
号
」
）
の
よ
う
に
「
副
長
」
と
い
う
肩
書
が
用
い
ら
れ
て
い

　
る
。
し
か
し
「
副
長
」
と
い
う
官
職
も
定
制
の
規
定
に
は
存
在
し
な
い
。

（
2
3
）
　
「
司
法
省
日
誌
」
の
何
た
る
か
、
ま
た
そ
れ
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
前
掲
霞
・
「
明
治
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
に
つ
い

　
て
」
∴
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
2
4
）
　
「
司
法
省
日
誌
　
明
治
六
年
後
第
三
四
号
」
。

（
2
5
）
　
「
司
法
省
日
誌
　
明
治
六
年
第
四
九
号
」
。

（
2
6
）
　
「
八
等
出
仕
　
中
島
清
武
」
は
、
唯
一
解
部
以
外
の
官
職
に
あ
っ
て
府
県
裁
判
所
所
長
代
理
と
し
て
伺
を
提
起
す
る
者
で
あ
る
が
、

　
該
官
職
が
、
官
階
的
に
は
司
法
省
判
事
の
下
位
か
つ
大
解
部
に
相
当
し
、
し
か
も
彼
白
身
明
治
七
年
一
〇
月
八
日
付
を
も
っ
て
、
官
階
的

　
に
は
横
滑
り
の
か
た
ち
で
「
大
解
部
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
「
司
法
省
日
誌
　
明
治
七
年
第
一
六
二
号
」
）
、
「
表
」
中
に
掲
げ

　
考
証
の
対
象
と
し
た
。

（
2
7
）
　
「
司
法
省
日
誌
　
明
治
七
年
第
三
号
」
。

（
2
8
）
　
「
司
法
省
日
誌
　
明
治
七
年
第
十
号
」
。

（
2
9
）
　
「
司
法
省
日
誌
　
明
治
七
年
第
十
五
号
」
。

（
3
0
）
　
「
表
」
か
ら
は
、
時
問
的
に
考
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
複
数
の
伺
と
の
相
関
が
推
測
さ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
す
辞
令
時
日
と
最
も
近

　
接
す
る
伺
を
掲
げ
た
。

（
31
）
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
官
職
門
　
官
制
　
司
法
省
】
』
・
一
二
七
頁
。
な
お
、
第
七
〇
条
は
、
区
裁
判
所
の
「
聴
訟
」
に
関
す
る

　
金
銭
管
轄
範
囲
を
示
し
た
規
定
で
あ
り
割
愛
し
た
。
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（
3
2
）
　
辞
令
（
a
）
で
は
、
「
所
長
代
」
の
大
解
部
に
、
「
新
律
綱
領
」
が
定
め
て
い
た
五
刑
中
死
刑
・
流
刑
を
除
く
下
位
三
段
階
の
徒
刑
・
杖

刑
・
答
刑
ま
で
を
科
す
る
権
限
を
認
め
て
お
り
、
辞
令
（
c
）
・
（
d
）
が
掲
げ
る
定
制
第
六
九
条
よ
り
独
自
に
専
断
で
き
る
科
刑
の
幅
が
広

　
い
。
こ
う
し
た
相
違
は
、
職
務
代
行
者
と
し
て
の
職
名
は
設
け
た
も
の
の
、
権
限
を
め
ぐ
り
、
当
初
司
法
省
内
部
で
の
判
断
が
確
定
し
て

　
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
3
3
）
　
前
掲
・
『
法
規
分
類
大
全
　
官
職
門
　
官
制
　
司
法
省
『
・
二
一
七
頁
。

（
34
）
　
定
制
に
規
定
さ
れ
た
「
区
裁
判
所
」
の
、
活
動
状
況
や
人
員
配
置
な
ど
実
態
に
つ
い
て
は
、
明
治
初
期
の
司
法
制
度
研
究
の
な
か
で
、

府
県
裁
判
所
に
増
し
て
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
前
掲
・
『
司
法
沿
革
史
』
・
一
五
頁
以
下
に
は
、
明
治
五
年
八
月
以
降
の
府
県
裁
判
所
設
置

記
事
に
加
え
、
明
治
五
年
八
月
一
七
日
に
初
め
て
、
「
埼
玉
裁
判
所
管
内
二
行
田
、
粕
壁
ノ
ニ
区
裁
判
所
、
入
間
裁
判
所
管
内
二
深
谷
、

大
宮
ノ
ニ
区
裁
判
所
ヲ
置
ク
」
と
い
う
記
載
が
み
ら
れ
る
。

（
3
5
）
　
ま
た
辞
令
（
b
）
で
は
、
隣
接
府
県
裁
判
所
の
司
法
省
判
事
の
指
揮
を
仰
ぐ
こ
と
も
付
言
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
と
異
な
る
通
信
事
情

　
を
勘
案
し
、
緊
急
事
態
に
対
し
司
法
者
の
意
を
体
し
て
の
迅
速
な
処
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
と
の
意
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
36
）
　
前
掲
菊
山
・
『
明
治
国
家
の
形
成
と
司
法
制
度
』
所
収
「
明
治
初
期
司
法
制
度
史
研
究
の
現
状
と
課
題
」
・
一
八
頁
以
下
は
、
「
司
法

制
度
を
支
え
る
裁
判
官
の
養
成
は
急
務
で
あ
っ
た
」
と
の
指
摘
と
と
も
に
、
そ
の
問
題
を
め
ぐ
る
先
学
の
論
考
を
紹
介
す
る
。

（
3
7
）
　
そ
れ
で
は
、
「
表
」
中
に
名
を
現
す
こ
と
の
な
い
権
中
解
部
以
下
の
司
法
省
解
部
が
、
府
県
裁
判
所
で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て

　
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
疑
間
の
解
明
の
た
め
に
は
、
筆
者
は
、
前
掲
註
（
1
1
）
に
掲
げ
た
「
口
書
系
」
と
称
す
る
も
う
一
つ
の
明
治
初
期
刑
事

裁
判
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
重
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
仮
説
と
し
て
「
実
像
の
「
司
法
職
務
定
制
」

　
（
そ
の
三
）
」
・
七
三
頁
に
言
及
し
た
が
、
あ
ら
た
め
て
史
料
に
も
と
づ
く
詳
細
な
検
討
を
し
た
い
と
思
う
。

24

三
　
結
　
語

本
稿
で
は
、
明
治
維
新
後
の
司
法
制
度
中
に
設
け
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
近
代
解
部
の
な
か
で
、
特
に
「
司
法
職
務
定
制
」
が
定
め

る
法
曹
で
あ
る
司
法
省
解
部
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
、
府
県
裁
判
所
を
舞
台
と
し
て
考
察
し
て
み
た
。
す
で
に
本
論
冒
頭
で
も



ふ
れ
た
よ
う
に
、
司
法
権
の
中
央
政
府
専
管
を
達
成
す
る
こ
と
を
希
求
し
て
や
ま
な
か
っ
た
初
代
司
法
卿
江
藤
新
平
は
、
そ
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
府
県
裁
判
所
を
創
設
し
、
同
所
を
確
固
た
る
司
法
機
関
と
し
て
全
国
的
に
展
開
さ
せ
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
、
自

ら
の
改
革
の
最
重
要
課
題
と
し
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
な
か
で
、
本
稿
で
の
考
察
の
帰
着
と
し
て
、
本
来
の
改
革
の
尖
兵
た
る
司
法

省
判
事
の
数
的
不
足
を
補
い
改
革
を
維
持
す
る
た
め
に
、
職
務
代
行
者
と
し
て
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
が
大
解
部
を
中
心
と
し

た
解
部
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
の
認
識
を
得
た
。
し
か
し
、
本
稿
論
題
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
本
論
に
述
べ
た
内
容
は
、
近
代
解

部
研
究
の
ほ
ん
の
出
発
点
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
本
稿
題
材
を
対
象
と
す
る
限
り
、
府
県
裁
判
所
に
配
属
さ
れ
た
中
級
以
下
の
司

法
省
解
部
の
職
務
、
司
法
本
省
を
初
め
他
の
部
署
や
機
関
に
お
け
る
解
部
の
任
務
、
解
部
に
任
ぜ
ら
れ
た
人
々
の
前
歴
、
そ
の
法
的

知
識
や
見
識
の
レ
ベ
ル
、
解
部
の
職
に
あ
っ
た
者
の
明
治
初
期
法
曹
官
僚
機
構
の
な
か
で
の
官
職
遍
歴
状
況
な
ど
、
さ
ら
に
解
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
筆
者
と
し
て
は
、
必
要
な
原
史
料
の
綿
密
な
分
析
を
通
じ

上
掲
諸
点
を
一
つ
一
つ
考
察
し
、
近
代
解
部
、
特
に
司
法
省
解
部
が
、
明
治
初
期
司
法
史
に
果
た
し
た
役
割
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
一
八
年
八
月
脱
稿
）
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